
 

船舶事故調査報告書 

令和２年１１月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 のり養殖施設損傷 

発生日時 令和元年１２月１０日 １３時５０分ごろ 

発生場所 愛知県南知多町篠
しの

島南西方沖 

 篠島港西防波堤灯台から真方位２０２°１.１海里付近 

 （概位 北緯３４°３９.６′ 東経１３６°５９.４′） 

事故の概要 プレジャーボートラメールは、北進中、のり養殖施設に進入し、同

施設が損傷した。 

事故調査の経過 令和元年１２月１９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ラメール、６.１トン 

 ２４０－６５１１６愛知、株式会社オフィスカコ 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

のり養殖施設 のり網に破損、アンカーロープ及び枠綱に切断 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、約１８ノットの

対地速力で北進中、船長が、左舷船首方にはブイは認められず、右舷

船首方に認めたブイ（以下「本件ブイ」という。）をのり
．．

養殖施設の

南西端を示すブイ（以下「南西端ブイ」という。）であると思い、こ

のブイの西側を航行し続けたところ、本件ブイと南西端ブイとの間を

同施設に向かう針路で同施設に進入し、プロペラ翼がのり
．．

網に接触し

た。 

船長は、事前にＧＰＳプロッターにのり
．．

養殖施設の位置情報を入力

するなどして同施設の位置を確認せず、目視のみで見張りを行い、本

件ブイの西方にあった南西端ブイに気付かず、また、本件ブイを南西

端ブイと同じ形状であったので、誤認したと本事故後に思った。 

本件ブイと南西端ブイの間隔は、約２５０ｍであった。 

分析  

 

 本船は、北進中、船長が、本件ブイを認めた際、左舷船首方には他

のブイは認めず、本件ブイを南西端ブイであると思い、航行を続けた

ことから、本件ブイと南西端ブイとの間をのり
．．

養殖施設に向かう針路

で同施設に進入し、同施設が損傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が北進中、船長が、本件ブイを認めた際、左舷船首

方には他のブイは認めず、本件ブイを南西端ブイであると思い、航行

を続けたため、本件ブイと南西端ブイとの間をのり
．．

養殖施設に向かう



 

針路で同施設に進入し、同施設が損傷したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、ふだん航行する海域であっても目視のみの見張りに頼ら

ず、事前に漁具等の位置情報を入力して表示させたＧＰＳプロッ

ター等を活用して船位及びのり
．．

養殖施設の場所を確認し、航行す

ること。 

 


